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令和８年度 都立高校生 Global Challenge内容について 

 

１ 事前研修 

  留学先での学習や生活を円滑に進めるために必要な語学力・異文化理解・安全管理等の基礎を

身に付ける。そして、留学に向けての準備を自ら行う。 

 

(1) オリエンテーション 

ア 開講式・分科会（８月 30日予定・都内某所） 

  本事業の目的及び内容、留学の心得、英語に関する事前研修、入学に向けて必要な準備、海

外保険等の説明 

イ 渡航前オリエンテーション（12月中旬予定） 

  現地校での授業、生活、渡航に向けて必要な準備等の説明 

(2) 英語に関する事前研修 

   ア オンデマンド英会話研修（オンライン） 

     オンラインにて各自５回（９月～２月） 

     「初級」「中級」「上級」の３段階の英語レベル別にプログラムを受講 

     イ ＴＧＧ研修（令和９年 1月９日（土）・TOKYO GLOBAL GATEWAY青海） 

     「初級」「中級」「上級」の３段階の英語レベル別にプログラムを受講 

 (3)  ワークブック 

   留学先の国の調査や自己紹介等の事前学習を、ワークブックを用いて行う。 

 

２ 留学 

  ホストスクールでの授業参加やホームステイでの生活を通して、英語による実践的なコミュ

ニケーション能力を高めるとともに、異文化への理解を深め、主体的に学び、行動する姿勢を

身に付ける。 

 

 (1) 留学先でのプログラムの内容及びスケジュール 

ア 到着後オリエンテーション（２～３日間） 

 １日目は、生活ルールの説明、交通安全指導及びサポート体制の説明を行う。 

２日目は、文化施設訪問を行い、滞在都市の特徴や現地の文化を学ぶ。 

この期間はホテルに宿泊し、研修に参加する。 

なお、コースによっては、ホームステイ期間中に文化施設訪問を行う場合がある。 

イ  ホームステイにてホストスクールに通学（約 15日間） 

  一家庭、１～２名程度の生徒がホストファミリー宅に滞在し、現地高校や語学学校等のホス

トスクールへ通学する。ホストスクールでは、授業へ参加、現地生徒との交流、フィールド

ワーク等を行う。ホストスクールには、公共交通機関で通学する。プログラムやスケジュー

ルは、コースによって異なる。 
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ウ  帰国直前リフレクション（２日間） 

  １日目は、大学や企業訪問、地域コミュニティ活動を行い、英語の実践的な学習を行う。 

     ２日目は、グループディスカッション及び、発表を行い、滞在の振り返り学習を行う。 

この期間は、ホームステイ、又はホテルに宿泊し、研修に参加する。 

 

 (2)  留学先の国及び地域決定について 

参加希望者が提出する「志願書」、「自己ＰＲカード」、参加生徒として決定後に提出するア

レルギー等の健康条件、自身の学業や生活面での興味・関心等について記入した様式（以下

「アプリケーションフォーム」という）に基づき総合的に判断し、決定する。渡航する国に

関しては、７月下旬に所属学校と参加生徒へ通知する。 

 

(3) ホストスクール及びホストファミリーの選定について 

アプリケーションフォームや英語の資格等の資料に基づき総合的に判断し、渡航の約 1カ 

月前に決定する。 

 なお、(2)と(3)の決定については原則変更できない。 

 

  (4) その他 

ア コーディネーター、カウンセラーの設置について 

    留学期間中、日本語が話せるコーディネーターを設置し、留学中に２回、研修の報告及

び授業や学校に関する相談をする機会を設ける。また、コーディネーターとは別にカウ 

ンセラーを設置し、留学中に困ったことが起こった際に、24時間相談ができる窓口を設け 

る。 

イ 留学の延期、取止めについて 

留学前に、感染症、戦争、テロ、自然災害の発生等、留学の安全の確保が困難な状況と 

判断される場合は、留学を延期又は取止めとすることがある。また、留学中に同様の事態 

になった場合には、帰国の勧告又は命令を行うことがある。 

また、延期、中止の場合は、自己負担で取得したパスポート、渡航認証、ビザ等に係る費

用に関しては、補償しない。 

ウ  渡航認証、ビザ等の取得、体調不良での渡航延期について 

留学出発までに渡航認証やビザ等が取得できず、予定の出発日ではなく、ビザ取得後の 

渡航等になった際に係る費用については、原則自己負担とする。また、感染症や疾病等に 

より出発日に渡航できず、予定の出発日後に渡航可能になった場合や、留学途中で帰国と  

なった場合の渡航等に係る費用については自己負担とする。 

なお、ビザの申請状況等によっては、留学できない場合や留学先国を変更する場合があ 

る。 

  

３ 事後研修 

  現地で学んだことを整理し、自身の成長や今後の学習につなげていく。また、学校で成果を

発表する機会を設けることで学びを広く共有し、現地で得た経験を将来の進路や学校生活に生

かしていく力を育む。 
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 (1)  成果報告会 

令和９年５月に開催される予定の成果報告会に参加し、留学における成果の発表を行う。 

  (2)  成果発表 

所属校で成果発表を行い、留学の成果を還元する。令和８年度で卒業する生徒は、所属校

と相談し、可能な日程を設定するか、動画や資料によって成果還元を行うこと。 

 

４ 留学資格取消等 

    次の事項に該当した場合、留学を認めない又は留学中止となる場合がある。 

(1)  合格後、校長からの学校推薦を取り消された場合や、都立高等学校、都立中等教育学校に

在籍しなくなった場合 

(2)  事前研修等の欠席が多く、事前研修等の効果が期待されない場合 

(3)  指示された提出書類が未提出の場合 

(4)  出発までに事前研修（オンデマンド英会話研修）に未修了があった場合 

(5)  心身の健康状態が悪化した場合 

(6)  留学に当たり、申請した内容や報告が事実と異なったり、事前に報告すべき内容が申請さ

れていなかったりした場合 

(7)  東京都を代表する生徒としての自覚が見受けられず、改善の余地が見られない場合 

(8)  留学中、東京都教育委員会やホストスクールをはじめとする現地関係機関からの指導に従

わないなど、留学生として不適切な行動が見受けられた場合（この場合即時、帰国となり、

渡航等に係る費用についても自己負担とする。） 

 

５ その他 

(1)  参加が決定した生徒及び保護者は、本事業の留学生としての規則等を記載した「都立高校

生 Global Challenge同意書」を提出する。 

(2)  本事業で収集した個人情報は、本事業の目的以外には使用しない。 

(3)  本事業の業務の一部を東京都が委託する事業者が事務局として担当する。 

(4)  書類の提出及び留学に関する連絡などは、「電子メール」及び「留学サポートシステム」

で行う。 

(5)  本事業の成果検証の一環として、留学前、留学後にアンケート調査を実施する。 

(6)  本事業では、研修中の様子について、写真撮影や動画撮影を行い、広報活動の一環とし

て、東京都教育委員会のホームページ等に掲載する。本事業の対外的な広報活動等で、事前

研修から留学、事後研修等での活動の様子を録画・写真等での公表する場合に協力すること

とする。 
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各コースのプログラム例 

 以下は、各コースの現地留学プログラム例です。ホストスクールによって、プログラム

内容やスケジュールが異なります。 

＜ オーストラリア ＞ 2027年 3月 

 

＜カナダ＞ 2027年 3月 
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＜ニュージーランド＞ 2027年 3月 

 


